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１．趣旨 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによ

る利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行

い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反

映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを

目指すものである。 

 上記を踏まえ、厚生労働省は、「公共サービス改革基本方針」（平成25年6月14日閣

議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された「労働保険加入促進業務」

（以下「本業務」という。）について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入

札実施要項を定めるものとする。 

 

 

２．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービ

スの質に関する事項 

（１）本業務の趣旨 

 労働保険（労災保険及び雇用保険の総称）は、強制加入保険であるにもかかわらず、

未だ中小零細事業を中心に未手続事業が多く存在している。 

 この状態は、労働保険の健全運営及び労働者の適正な保護を阻害することとなるた

め、労働保険の未手続事業を対象に加入勧奨活動等を行う業務を委託することにより、

その解消を図るものである。 

 また、加入勧奨活動により雇用保険に係る保険関係が成立した適用事業については、

労働保険関係成立届等労働保険の成立手続の他、雇用保険の事業所に関する届出並び

に雇用する労働者（被保険者）に関する届出等雇用保険の加入手続が必要となるが、

届出漏れを防止するため、未手続事業の解消と併せて、これらの届出の履行を促進す

ることにより、労働保険の適正加入を図る。 

 

（２）業務の実施に係る組織・人員体制 

 本業務の適切な実施を担保するため、以下の組織・人員体制を確保し、委託開始日

から速やかに業務を開始すること。 

① 事務所の設置 

 都道府県労働局（以下「労働局」という。）と密接な連携を図るための地方組織

（以下「地方事務所」という。）を設置するとともに、これらを統括し、厚生労働

省との連絡調整を行う本部組織（以下「本部」という。）を設置すること。 

 また、地方事務所については、一の地方事務所が複数の労働局を担当することと

して差し支えないが、本業務を的確に実施できるように一定の地域ごとに設置する
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こと。 

② 人員体制等 

ア 労働保険適正加入推進員 

 本業務を的確に実施するため、地方事務所に労働保険制度（労働保険事務組

合制度、労災保険の特別加入制度、雇用保険加入手続きを含む。以下同じ。）等

の専門的知識を有する者（労働保険適正加入推進員（以下「推進員」という。））

を配置すること。 

 推進員の選任要件、業務内容、配置人員等は、別紙１のとおりとする。 

 また、推進員の活動日数、未手続事業の訪問件数については、月ごとの目標

数等を定めること等により、未手続事業情報収集数等の目標（２(4)②参照）を

達成する水準とすること。 

 なお、ダイレクトメールを未手続事業に送付することをもって加入勧奨等の

実績と評価しないこととしているので留意すること。 

イ 労働保険適正加入指導員 

 本業務を的確に実施するため、本部及び地方事務所に、推進員に対する指導・

命令、厚生労働省及び関係機関との連絡調整等を行う者（労働保険適正加入指

導員（以下「指導員」という。））を配置すること。なお、指導員の選任要件、

業務内容、配置人員等は別紙２のとおりとする。 

ウ 電話による連絡体制の整備 

 厚生労働省及び地方事務所との連絡調整のために、専用電話を本部に設置す

ること。並びに、労働局との連絡調整、推進員及び加入勧奨を受けた事業主等

からの問合せに対応するための専用電話を本部又は地方事務所に設置すること。 

 また、専用電話の受付時間は、実施期間のうち平日（土日、祝祭日及び 12

月29日から翌年1月3日までを除く。）の午前9時から午後5時までとし、常

時１人以上の指導員又は的確に対応できる者により対応すること（それ以外の

日時に関しては留守番電話等による対応が望ましい。）。 

 なお、専用電話を本部に集中して設置する場合には、対応に必要な指導員等

及び電話回線を確保すること。 

 

（３）業務内容（業務フローについては別紙３、年間スケジュール（例）については別紙

４を参照すること。） 

① 未手続事業情報の収集及び未手続事業名簿の作成 

 民間事業者は、事業主団体等から新規創業者や未手続事業に係る情報提供を受け

ること及び地域の情報誌、電話帳等を活用した独自調査を行うこと等により、未手

続事業情報（事業所名（代表者名）、所在地、電話番号、事業の種類・概要、労働

者数等）を収集すること。 
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 収集した情報については、厚生労働省ホームページ内の「労働保険適用事業場検

索ページ」で確認し、同ページに掲載されている既加入事業は削除すること。 

 なお、厚生労働省は、民間事業者が希望した場合には、本業務に関係する事業主

団体に対して、未手続事業情報の収集に関して民間事業者に協力するよう、速やか

に依頼を行う。 

 各労働局より各地方事務所に対し、年度ごとに9月末を目処に、当年度分の未手

続事業情報（全国総計約 20,000 事業分）を紙媒体又は電子データにより提供する

予定としているので、各地方事務所は、自ら収集した情報及び各労働局から提供を

受けた未手続事業情報を合わせて整理し、「未手続事業名簿」（参考様式１）を作成

すること。 

 「未手続事業名簿」（参考様式１）の作成に当たっては、記載項目の設定、内容

更新の時期、管理方法等の作成方針について、具体的に定めること。 

② 労働局との協議 

 未手続事業に対する加入促進を効果的に実施するため、地方事務所は、労働局 

と本事業に係る協議を行い、加入促進計画の策定、「未手続事業名簿」（参考様式１）

の作成に係る協議、進捗状況ないし実績の報告、意見交換等を行うこと。（詳細は別

紙５のとおりとする。） 

 なお、労働局との協議については、年1回以上開催することとし、労働局の同意

を得た上で協議を行うこと。 

 また、協議内容等について本部に報告すること。本部は、他の地方事務所の協議

事例等を集約し、有効活用を図るための情報伝達体制を整えること。 

③ 全国労働保険適正加入促進会議の開催 

 本部は、加入勧奨活動を効果的に実施し、好事例等についての情報の共有化を図

るため、各地方事務所の責任者を対象に、「全国労働保険適正加入促進会議」を年１

回、11月を目処に開催すること。 

 なお、「全国労働保険適正加入促進会議」を開催する際は、事前にその開催内容等

について厚生労働省と調整すること。 

④ 加入勧奨実施状況の報告 

 各地方事務所は、加入勧奨の結果、保険関係成立の手続を行った事業及び手続を

行わない事業について、毎月、都道府県ごとに取りまとめ、「労働保険加入勧奨実施

状況報告書（地方事務所用）」（参考様式３）により本部に報告を行うこと。 

 本部は、加入勧奨活動の実施状況について、毎月、把握・分析し、改善等のため

の的確な指示を地方事務所に出すとともに厚生労働省に対し報告すること。 

⑤ その他本部の業務内容 

ア 加入勧奨活動好事例集の作成 

 加入勧奨活動の結果、保険関係成立に至った事例について分析を行い、年度
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ごとに３月末までに加入勧奨活動好事例集を作成し、厚生労働省に提出するこ

と。 

イ 加入勧奨等マニュアルの作成等 

 推進員が事業主を訪問する際、効果的、斉一的な加入勧奨活動を実施するた

めの加入勧奨等マニュアルについて、加入勧奨活動好事例集（前年度の委託事

業の成果物）を参考にして作成し、年度ごとに4月末を目処に、推進員に配付

すること。 

※ 平成29年度版の加入勧奨活動好事例集は、本業務開始までに、厚生労働

省から民間事業者へ提供する予定である。 

ウ 周知用パンフレットの作成等 

 労働保険制度の趣旨、概要、適正な加入手続等について理解を深められるよ

う、周知用パンフレット等を加入勧奨実施事業数と同程度作成し、加入勧奨対

象事業主に対して、これを配付し周知すること。 

 なお、周知用パンフレットを作成する際は、厚生労働省作成の「事業主のみ

なさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか」（厚生労働省ホームページ掲

載）等を参照し、事前にその内容について誤りがないか、厚生労働省の確認を

とること。 

エ 地方事務所責任者に対する研修 

 各地方事務所の責任者に対し、4 月中～下旬を目処に、当該年度の事業の実

施方針や経理処理関係の業務の説明等に関する研修を実施すること。 

⑥ その他地方事務所の業務内容 

ア 加入促進計画の推進等 

 労働局との協議において策定された加入促進計画に基づき、推進員との連絡

調整（勧奨する未手続事業の割り当て（業務分担）、指導等）を行うこと。 

イ 加入勧奨実施状況の労働局への情報提供 

 加入勧奨実施状況について、必要に応じて労働局に情報提供すること。また、

労働局から「労働保険加入勧奨報告書（推進員用）」（参考様式４）の写しの提

出を求められた場合は、これに応じること。 

ウ 困難事案の労働局への移管 

 加入勧奨が不調に終わったもの（訪問回数が２回で加入に結びつかないもの

が目安）ほかの困難事案は、労働局に移管すること。その時期、方法について

は労働局と協議すること。 

エ 推進員等に対する研修 

 推進員又は推進員を予定している者（以下「推進員等」という。）を対象に、

労働保険未手続事業の一掃対策（＊）の趣旨、加入勧奨活動の理解を深め、効

果的な加入勧奨活動を実施するため、必要に応じて研修を実施すること。 
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 なお、この場合に複数の地方事務所が合同で開催して差し支えない。 

 また、研修に当たっては、推進員等の習熟度に応じたカリキュラム等を作成

して実施すること。 

（＊）労働保険の適用促進については、中小零細事業を中心に未手続事業が全国的に相

当数存在しており、これらの解消が労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平及

び労働者福祉の向上等の観点から極めて重要であることから、平成17年度から厚生

労働省において、「労働保険未手続事業の一掃対策」を推進しており、本業務もこの

対策の一環として実施するものである。 

オ 本部の実施する研修等への参加 

 各地方事務所の責任者は、本部が実施する研修（経理処理を含む）等に参加

すること。 

⑦ その他の事項 

ア 関係機関等との連携・協力体制の確立 

 本業務をより効果的かつ効率的に実施するため、民間事業者は、労働局、労

働基準監督署及び公共職業安定所並びに事業主団体等と連携・協力体制を確立

し、業務実施に向けた担当者レベルでの連絡調整を行うこと。 

※ 労働局・労働基準監督署・公共職業安定所の連絡先一覧は、本業務開始

までに、厚生労働省から民間事業者へ提供する予定である。 

イ 情報等の保護及び管理 

 本業務により知り得た情報の取扱方法について、取扱規程等を作成するなど

により、情報漏洩防止措置を図り、適切に保護し、管理すること。 

 また、業務用PC端末の使用に当たっては、ウイルスソフト等を使用し、情報

漏洩、データ保護の措置を図ること。 

 なお、外部メールやWEB情報を得るためのPC端末は、業務用PC端末とは別

に確保することが望ましいこと。 

 さらに、情報漏洩が発生した場合の対応方法について、マニュアル等を作成

するなどにより、万全を期すること。 

ウ 経理処理体制の整備等 

 本事業に係る経費処理について、「経理処理マニュアル」を作成し、対応に万

全を期するとともに、他の業務と明確に区分して経理を行うこと。 

 経理関係の情報については、本部において集中管理することにより、地方事

務所に対する牽制体制を図り、 

 本部においても、経理関係処理（契約、支出等）に関し、牽制体制を整備す

ることが望ましいこと。 

エ 財務管理体制の整備 

 民間事業者は、定款等に財務管理体制に関して定めるとともに、財務諸表を
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作成すること。 

 なお、これに関連して、民間事業者は、自身の経営成績、財政状況、業務状

況等の内容を、毎年度、公表することが望ましいこと。 

オ 本部におけるHP等の活用 

 本部において、HPを作成する等により、本業務について 広く事業主等に周

知できるようにすることが望ましいこと。 

 また、「加入勧奨等マニュアル」「周知用パンフレット」について、指導員及

び推進員が、当該HPからダウンロードにより、容易に入手できるなど、何らか

の工夫をすることが望ましいこと。 

 

（４）業務実施に関して確保されるべき業務の質 

① 目標の設定等 

ア 本業務の実施に関して、次の項目について目標を設定し、これを達成するこ

と。 

（ア）未手続事業情報収集数 

（イ）加入勧奨実施事業数 

（ウ）保険関係成立件数（雇用保険のみを除く） 

（エ）雇用保険手続件数 

イ 目標は、平成26年度から平成28年度の平均実績（２(4)②参照）を踏まえ

て、民間事業者が任意に設定すること。 

  未手続事業情報収集数及び加入勧奨実施事業数については、最低限達成すべ

き目標を設定するとともに、保険関係成立件数（雇用保険のみを除く）及び雇

用保険手続件数については、最低限達成すべき目標を一次目標とし、本業務の

趣旨に照らして効果的に業務を遂行したものとして認め得る目標を二次目標

とする。 

  なお、その際に民間事業者が設定する二次目標は、次のとおりとし、委託費

交付内訳（入札価格）の積算に当たっては、目標数に応じた加入勧奨推進費の

額とすること。 

（ア）保険関係成立件数（雇用保険のみを除く） 32,000事業～37,000事業の間 

（イ）雇用保険手続件数            18,000事業～21,000事業の間 

ウ 年度ごとの目標を確実に達成できるよう、業務実施計画を策定し、適切に取

り組むこと。 

  なお、目標については、必要に応じて、例えば、 

○ 本部は、地方事務所ごとに目標を割り振る 

○ 各地方事務所は、割り振られた目標に基づき計画を策定する 

こと等により、計画的に業務を実施すること。本部が目標を割り振る場合は、
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地方事務所は適宜、目標を労働局と共有すること。 

 

② 目標（参考値） 

ア 未手続事業情報収集数  70,000事業 

＊ 72,632事業 × 100％ ≒ 70,000事業 

 （平成26～28年度平均実績）（10,000未満切り捨て） 

 なお、労働局から情報提供が行われる前に民間事業者が収集した情報と、労

働局から情報提供が行われた情報との間で重複する事業があったとしても、こ

れについては、民間事業者が収集した情報として取り扱い、70,000事業の中に

含めて差し支えない。 

 

イ 加入勧奨実施事業数     80,000事業 

＊ 86,019事業 × 100％ ≒ 80,000事業 

 （平成26～28年度平均実績）（10,000未満切り捨て） 

 なお、勧奨の実施が一部地域（大都市等）に極端に偏らないよう配慮するこ

と。 

 

ウ 保険関係成立件数（雇用保険のみを除く） 

（ア）一次目標    15,000事業 

＊ 30,901事業 × 50％ ≒ 15,000事業 

 （平成26～28年度平均実績）（1,000未満切り捨て） 

（イ）二次目標    32,000事業 

＊ 30,901事業 × 105％ ≒ 32,000事業 

 

エ 雇用保険手続件数 

（ア）一次目標    8,000事業 

＊ 17,846事業 × 50％ ≒ 8,000事業 

（平成26～28年度平均実績）（1,000未満切り捨て） 

（イ）二次目標    18,000事業 

＊ 17,846事業 × 105％ ≒ 18,000事業 

 

（５）加入勧奨推進費の支給 

① 推進員が行う加入勧奨活動に対し、加入勧奨推進費（調査説明費及び成功報酬費）

を支給する。その支給基準は別紙７のとおりとする。 

  加入勧奨推進費は、地方事務所が「労働保険加入勧奨報告書（推進員）」（参考様

式４）の内容を精査のうえ本部に提出し、本部において確認し支払うこと。 
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② 保険関係成立及び雇用保険手続に係る成功報酬費は、民間事業者が設定する目標

に係らず、次の一次目標を達成できなかった場合には減額し、また、次の二次目標

を達成した場合には超えた分に対して増額する。 

ア 保険関係成立件数（雇用保険のみを除く） 一次目標    15,000事業 

                      二次目標   32,000事業 

イ 雇用保険手続件数            一次目標     8,000事業 

                      二次目標   18,000事業 

 

３．業務の実施期間及び委託費の支払等に関する事項 

（１）業務の実施期間（契約期間） 

 本業務の実施期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までとする。 

なお、契約締結日までに平成30年度政府予算案（暫定予算を含む。）が成立してい

ない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場

合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本業務に係る予算の決定状況によ

って、仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は厚生労働省及び

民間事業者双方で別途協議する。 

さらに、平成 31 年度及び平成 32 年度政府予算案（暫定予算を含む。）が各年度初

日までに成立しない場合は、各年度の本業務の実施に係る契約内容等について変更が

生じる可能性や、本業務に係る予算の決定状況によって、仕様の内容について変更が

生じる可能性があるので、その際は厚生労働省及び民間事業者双方で別途協議する。 

 

（２）業務の引継ぎ 

 厚生労働省は、民間事業者が本業務を開始するまでの間に、これまでの業務内容を

明らかにした書類等により、民間事業者に十分な引継ぎを行うものとする。 

 また、本業務の終了に伴い受託する民間事業者が変更となる場合には、厚生労働省

は業務内容を明らかにした書類等により次期民間事業者へ引継ぎを行うものとするが、

必要に応じて、厚生労働省が業務終了前に民間事業者に対し、引継ぎに必要な資料を

求めた場合は、民間事業者はこれに応じること。 

 

（３）委託費の支払 

① 委託費の支払は、会計法（昭和 22年法律第 35号）第 22条、予算決算及び会計

令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第58条に基づく協議が整

った場合は、民間事業者は、業務実施計画及び各年度別四半期別必要経費内訳書に

基づく各年度の四半期における所要額について、委託費の概算払を四半期毎に請求

することができるものとし、厚生労働省は、民間事業者からの適正な請求により、

請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。 
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② 厚生労働省は、本業務の実施状況及び支出状況等について確認する必要がある場

合には、民間事業者に対し報告を求めることができるものとし、目標の達成が著し

く困難、業務の質が確保されていない等が判明した場合には、適切に業務を行うよ

う改善の指示（業務の履行中を含む。）を行い、民間事業者は要因分析のうえ業務

改善計画書を提出し、厚生労働省の了解が得られない限り、その後の委託費の請求

はできないものとする。 

③ 各年度又は本業務の終了後、各年度の委託費を精算し、その確定額は、業務に要

した経費の実支出額と各年度の支払限度額のいずれか低い額とする。 

 

 

４．入札参加資格に関する事項 

 次の資格を満たす者であること。 

（１）法第15条において準用する法第10条各号（第11号を除く。）に該当する者でない

こと。 

（２）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別の理由がある場合に該当する。 

（３）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

（４）平成28・29・30年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務

の提供等」のうち営業品目「その他の役務」で、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付されている

者であること。 

（５）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者である

こと。 

（６）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 

（７）次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直

近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。①厚

生年金保険、②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、③船員保険、④国民

年金、⑤労働者災害補償保険、⑥雇用保険 

（８）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（９）その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資

格を有する者であること。 

① 過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。

ただし、労働基準関係法令違反（※）により、労働基準監督機関から使用停止等命

令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合

には、この限りではない。 

② 過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表され
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ていないこと。 

③ 過去１年以内に、厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時

間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付

け基発 0120 第 1 号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が

複数で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実

施及び企業名の公表について」記３に基づく企業名の公表をされていないこと。 

※ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、

家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関す

る特別措置法 

（10）ジョイント・ベンチャー（共同企業体）の入札について 

① 本業務の内容のすべてが担えない場合には、適正に業務を遂行できるジョイン

ト・ベンチャー（共同企業体）で参加することができる。その場合、入札参加資格

審査書類提出時までにジョイント・ベンチャーを結成し、代表企業及び代表者を定

め、他の者はグループ企業として参加できるものとする。 

  なお、代表企業及びグループ企業が他のジョイント・ベンチャーに参加、又は単

独で入札に参加することはできない。 

  また、代表企業及びグループ企業は、ジョイント・ベンチャー結成に関する協定

書（又はこれに類する書類）を作成すること。 

② 代表企業及びグループ企業すべてが上記（1）から（9）の条件を満たすこと。 

 

 

５．入札に参加する者の募集に関する事項 

（１）入札手続（スケジュール）  

① 入札公告 平成29年11月中旬頃 

② 入札説明会 平成29年11月下旬頃 

③ 質問受付期限 平成29年12月中旬頃 

④ 競争参加資格確認書類提出期限 平成30年1月上旬頃 

⑤ 提案書提出期限 平成30年1月上旬頃 

⑥ 入札書提出期限 平成30年1月上旬頃 

⑦ 提案書の審査 平成30年1月上旬～中旬頃 

⑧ 開札及び予定者の決定 平成30年1月下旬頃 

⑨ 契約の締結 平成30年４月初旬頃 

＊ ③について、質問は原則として電子メールで受け付けることとし、回答は軽微

なもの及び厚生労働省の業務遂行に支障があるものを除き公表する。 

 

（２）入札書類 
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 入札参加者は、次に掲げる書類を別に定める入札説明書に記載された期日及び方法

により提出すること。 

① 入札書 

 入札金額（契約期間内の全ての業務に対する報酬の総額の108分の100に相当す

る金額）を記載した書類をいう。 

② 提案書 

 総合評価のための業務実施の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書

類をいう。 

③ 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

④ 参加適合証明書（様式は別紙８のとおり。なお、ジョイント・ベンチャーの場合

は、代表企業及びグループ企業すべてについて提出すること。） 

⑤ 労働保険、厚生（国民）年金保険及び健康（船員）保険に係る保険料の納付が確

認できる書類（入札書提出時の直近２年間（労働保険については２保険年度）） 

⑥ 財務状況が確認できる書類 

⑦ 主たる事業概要、従業員数、事業所の所在地、代表者氏名、主要株主構成、他の

者との間で競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令（平成18年

政令第228号）第3条に規定する特定支配関係にある場合はその者に関する上記情

報 

⑧ 実績に関する書類 

ア 直近３年間に類似事業（厚生年金保険等加入勧奨事業、国民年金保険料収納事

業、小規模企業共済制度加入促進事業、NHK放送受信料収納事業等に類する事業

で、特に官公庁の発注に限るものではない）を実施した実績がある場合に、その

実績が確認できる書類 

イ 国、地方公共団体等の公的機関から、他に事業の委託等を受けた実績がある場

合に、その実績が確認できる書類 

⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進の評価の対象とする認定等を証する書類の写

し（該当する場合） 

ア 女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）に関する基準適合一般事業主認

定通知書（労働時間の基準を満たすものに限る） 

イ 次世代法に基づく認定（くるみん認定及びプラチナくるみん認定）に関する基

準適合一般事業主認定通知書 

ウ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）に関する基準適合事業主認

定通知書 

エ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届 

 

（３）提案書の内容 
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 入札参加者が提出する提案書には、総合評価を受けるため、次の事項を記載する。

（必要に応じ「提案書等評価基準表」（別紙９）も参照すること。） 

① 業務の実施に係る組織・人員体制 

② 業務内容 

③ 事業実績等 

④ 経費 

⑤ その他 

＊ 提案書雛形を提示するので、原則、これを参考に提案書を作成すること。なお、体裁等につい

てはA4版両面印刷とし、表紙に次の事項を記載すること。（「労働保険加入促進業務に係る提案

書等」「提案者名」）なお、枚数については、別紙様式を除き、原則10頁以上40頁以下とするこ

と。また、必要に応じ、インデックスをつけること。 

 

 

６．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価基準その他の対象公共サービス

を実施する者の決定に関する事項  

 本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方式によるものと

する。 

 提出された提案書等の審査評価は、半数以上を外部有識者の委員で構成する評価委員

会において行う。 

 なお、同評価委員会の委員長は外部有識者の委員を充てることとする。 

（１）落札者決定に当たっての評価項目の設定（技術点の採点） 

 落札者を決定するための評価は、提出された提案書の説明会（プレゼンテーション）

を開催し、その内容が、本業務の目的・趣旨に沿った実行可能なものであるか（必須

項目）、また、効果的なものであるか（加点項目）について行う。 

① 必須項目審査 

 厚生労働省は、入札参加者が提案書に記載した内容が、「提案書等評価基準表」（別

紙９）に記載された必須項目について満たしていることを確認する。全て満たして

いる場合は合格とし、基礎点を付与する。（１つでも満たしていない場合は不合格と

なる。） 

② 加点項目審査 

 必須項目審査で合格となった入札参加者に対して、「提案書等評価基準表」（別紙

９）に記載された加点項目について審査を行う。効果的な実施が期待されるかとい

う観点から、加点項目ごとに入札参加者の提案書の内容を比較し、下記表１に基づ

き各項目について0点から15点を付与する。各項目に付与された得点に、その項目

の重要度に応じて設定されたウェイト（「提案書等評価基準表」（別紙９）参照）を

乗じた点数を合計したものを加点とし、基礎点との合計点を技術点とする。 
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 なお、技術点は、評価委員会の各委員の平均値とする。 

 

表１ 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている 15 

Ｂ 優れている 10 

Ｃ 標準的・普通 5 

Ｄ 記載なし、又は期待できない 0 

 

（２）落札方式及び得点配分 

① 落札方式 

 次の要件を満たす入札者のうち、総合評価点の合計が最も高い者を落札者予定者

とする。 

ア 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内

であること。 

イ 「提案書等評価基準表」（別紙９）に記載された必須項目を全て満たしてい

ること。 

② 総合評価点の計算 

 総合評価点は以下のとおり、技術点を入札価格で除して算出する。 

・総合評価点＝技術点／（入札価格／1,000,000） 

＊ 評価の利便性を考慮して、一律に入札価格を1,000,000で除して算出する。 

＊ 総合評価点の小数点以下の端数については、数値の最も高い者が明らかに

なる位まで算出する。 

③ 得点配分 

 技術点の配分は、表２のとおりとする。 

 

表２ 

技術点 

必須項目：基礎点   300点 

加点項目：加点（最高）   900点 

   合 計 （最高） 1,200点 

 

（３）落札者の決定に係る留意事項 

① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結す

ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である

と認める場合は、会計法第29条の６第１項に基づき、上記(1)①の要件を満たす他
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の者のうち、(2)によって得られた数値の最も高い一者を落札者予定者として決定

することがある。 

② 落札者予定者となるべき者が二者以上あるときは、くじによって落札予定者を決

定する。 

③ 落札者となるべき者が決定したときは、厚生労働省は、遅滞なく落札者の氏名又

は名称、落札金額、落札者の総合評価点等について公表する。 

 

（４）初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱い 

 初回の入札で落札者が決定しなかったときは、直ちに再度の入札を行うこととし、

これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合は、入札条件を見直し、再

度公告入札に付する。 

 再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合、または業務の実施に

必要な期間が確保できない等、やむを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検

討・実施することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官民競争入札等

監理委員会に報告する。 

 

 

７．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

 従来の本業務の実施状況に関する情報は別紙10のとおり。 

 

 

８．公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項 

 本業務の実施において、使用させることができる国有財産は無い。 

 

 

９．契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置等に関する事項 

（１）報告等 

① 民間事業者は、本業務の遂行状況について、各年度２回、以下の項目の内容を盛

り込んだ「委託業務実施状況報告書」を厚生労働省に提出しなければならない。 

  なお、上記報告書の提出時期及び提出期限は、上半期分（4月から9月分）を10

月31日（当該日が土曜日又は日曜日の場合は、その前の平日）までに、下半期分

（10月から3月分）を3月31日（当該日が土曜日又は日曜日の場合は、その前の

平日）までに提出しなければならない。 

ア 未手続事業情報収集数 

イ 加入勧奨活動実施事業数 

ウ 保険関係成立件数（雇用保険のみを除く） 
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エ 雇用保険手続件数 

オ 責任者及び推進員に対する研修の実施状況 

カ 「全国労働保険適正加入促進会議」の開催状況 

  また、上記に加えて、民間事業者は、国の会計年度が終了したとき又は本業務が

終了したときは、当該終了の日から30日以内又は3月31日（当該日が土曜日又は

日曜日の場合は、その前の平日）のいずれか早い日までに「委託業務実施結果報告

書」を厚生労働省に提出するものとする。 

 この他、厚生労働省は、本業務の遂行状況等について確認する必要がある場合に

は、いつでも民間事業者に対しその実施状況の報告を求めることができるものとし、

その場合に、民間事業者は、要求のあった日から20日以内に、「委託業務実施状況

報告書」を厚生労働省に提出しなければならない。 

② 民間事業者は、本業務の実施において、事故が発生したときは、速やかに厚生労

働省に報告し、対応等について厚生労働省から指示を受けること。 

 

（２）調査等 

 厚生労働省は、法第26条の規定に基づき、本業務の適正かつ確実な実施を確保する

ために必要があると認めるときは、民間事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報

告を求め、又は民間事業者の事務所及び実施施設に立ち入り、本業務の実施の状況若

しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

 立入検査をする厚生労働省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26条第

1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者に提示するものとする。 

 

（３）指示 

 厚生労働省は、民間事業者の実績が目標値を下回った又は下回ることが明らかにな

ったと判断したとき及び民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するた

めに必要と認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置を採るべきことを指示する

ことができる。 

 

（４）秘密の保持等 

① 個人情報の取扱い等  

ア 民間事業者は、委託者から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報

については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、

適切な管理を行わなければならない。 

  また、当該個人情報については、本業務以外の目的のために使用してはなら

ない。 
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イ 民間事業者は、本業務の実施期間中に作成した個人情報の複写複製物等につ

いて、委託期間終了後速やかに、当該個人情報の復元又は判読等が不可能な方

法により当該情報の消去又は廃棄等を行わなければならない。 

ウ 民間事業者は、年度終了時に、当年度の未手続事業名簿について労働局に引

き渡すこと。 

② 秘密の保持 

 民間事業者は、本業務に関して厚生労働省、事業主団体及び事業者が開示した情

報等（公知の事実等を除く。）並びに業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報

を漏えいしてはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。 

 民間事業者において、本業務に従事している者又は従事していた者は、本業務に

関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏ら

し、又は盗用した場合には、法第54条の規定により罰則が適用される。 

 なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。 

③ 報告 

 民間事業者は、業務実施に関して、個人情報や機密情報等の漏えい又は漏えいが

疑われる事象等が発生したときは、直ちに発生した事象等の詳細を厚生労働省に報

告し、対応等について厚生労働省から指示を受けること。 

 

（５）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置等 

① 業務の開始及び中止 

ア 民間事業者は、締結された契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を

開始しなければならない。 

イ 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、

あらかじめ、厚生労働省の承認を受けなければならない。 

ウ 厚生労働省及び民間事業者は、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著し

い事情の変更により、本業務の中止、停止又は一部停止する必要があると認め

られる場合は、協議することができる。 

② 法令の遵守 

 民間事業者は、本業務を実施するにあたり、適用を受ける関係法令を遵守しなく

てはならない。 

③ 安全衛生 

 民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については

責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

④ 危険負担 

 受託者は、本業務に従事する指導員、推進員等の要員の資質、規律保持、風紀及

び衛生並びに健康に関すること等の人事管理及び要員の責めに起因して発生した火
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災、盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。 

⑤ 禁止行為等 

 民間事業者及び本業務に従事する者は、次の事項に該当する行為をしてはならな

い。 

ア 偽りその他不正の手段を用いる行為をしてはならない。 

イ 本業務以外の業務に使用するために個人情報を収集又は使用する行為をし

てはならない。 

ウ 事業者に対して、金品若しくは役務の提供を要求してはならない。 

エ 事業者から金品、手数料若しくは報酬を徴収又は事業者に対して金品等を与

えることをしてはならない。 

オ 「厚生労働省」の名称並びにシンボルマーク、加入推進員等の本業務上の地

位・名称を、民間事業者が自ら行う本業務以外の業務の宣伝に無断で使用して

はならない。 

⑥ 身分を示す証明書の提示 

 民間事業者は、本業務に従事する者が、未手続事業に対して労働保険の加入促進

を行うに当たっては、厚生労働省が承認し民間事業者が発行するその身分を示す証

明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 

⑦ 帳簿の作成及び保存  

 民間事業者は、本業務に係る会計に関する帳簿書類を作成し、本業務を終了した

日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。また、保管

期間終了後は破砕等を行い判別不可能な状態で速やかに廃棄し、厚生労働省にその

旨を報告しなければならない。 

⑧ 権利の譲渡 

ア 民間事業者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲

渡してはならない。 

イ 民間事業者は、本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触

するときは、その責任において必要な措置を講じなければならない。 

⑨ 実施状況の公表 

 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ厚生労

働省の承認を受けなければならない。 

⑩ 再委託 

ア 厚生労働省は、民間事業者が本業務の全部を一括して第三者に委託すること

を禁止する。 

イ 民間業者は、本業務の実施の一部を第三者に対して委託し、又は請け負わせ

るときは、あらかじめその旨、厚生労働省に文書で提出し、その承認を受ける

ものとする。 
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  また、承認を受けた内容を変更する場合には、その都度、文書により、厚生

労働省の承認を受けるものとする。なお、この場合の委託又は請負わせるとき

とは、本業務の目的となる行為を指すもので、物品費等の支出は含まない。 

ウ 民間事業者は、本業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当

該第三者（以下「再委託者」という。）の行為について、厚生労働省に対して

全ての責任を負うものとする。 

エ 民間事業者は、本業務の一部を再委託するときは、民間事業者がこの契約を

遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して再委託者と約定

しなければならない。 

⑪ 契約内容の変更 

 民間事業者及び厚生労働省は、本業務のさらなる質の向上の促進又はその他やむ

を得ない事由により、次の各号のいずれかに該当する契約内容の変更をしようとす

る場合は、あらかじめ変更の理由を文書で提出し、それぞれの相手方の承認を受け

るとともに、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（以下「法」とい

う。）第21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。 

ア 委託契約書に添付された「委託業務実施計画書」に掲げる業務の内容を変更

しようとするとき（軽微な変更を除く。）。 

イ  前項により委託費の額が変更された場合において、委託契約書に添付された

「委託業務所要経費内訳」に記載された業務に要する経費の配分を変更しよう

とするとき（消費税等相当額を除く委託費交付内訳の科目ごとに、いずれか少

ない額の20％を超えない範囲内の流用増減である場合を除く。）。 

⑫ 契約の解除、違約金、損害賠償等 

ア 契約の解除 

 厚生労働省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約の全部又

は一部を解除することができる。 

（ア）法第22条第１項第１号イからチ又は同項第２号に該当するとき。 

（イ）暴力団員又は暴力団関係者を役員、業務を統括する者又は従業員としてい

ることが明らかになったとき。 

（ウ）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していること

が明らかになったとき。 

（エ）厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜し、本業務

の遂行に支障を来すと厚生労働省が判断したとき。 

（オ）前記９(3)に定める指示に対し、正当な理由なく指示に従わない場合及び業

務の改善が見られない場合等で、本業務を実施することが困難であると厚生

労働省が判断したとき。 

イ 違約金 
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 厚生労働省はアにより契約を解除したときは、民間事業者に対し、当該解除

の日までの期間にかかる委託費を支給する。ただし、契約の解除について民間

事業者に故意又は重大な過失が認められたときは、厚生労働省は、その一部又

は全部を支払わないことができる。また、既支払がある場合には、既支払分の

一部又は全部の返還を求めることができるものとする。 

 厚生労働省が契約を解除した場合、民間事業者は、違約金として委託費の金

額の108分の100に相当する金額の100分の10に相当する金額を納付しなけれ

ばならない。この場合の違約金の請求は、損害賠償の請求を妨げるものではな

い。 

ウ 契約解除に基づく損害賠償 

（ア）厚生労働省は、ア(イ)及び(ウ)の規定により契約を解除した場合は、これ

により民間事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要

しない。 

（イ）民間事業者は、厚生労働省が、ア(イ)及び(ウ)の規定により契約を解除し

た場合において、厚生労働省に損害が生じたときは、その損害を賠償するも

のとする。 

エ 損害賠償 

（ア）民間事業者は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失により厚生

労働省に損害を与えたときは、その損害の賠償を行うものとする。ただし、

その損害の発生が厚生労働省の責に帰すべき理由による場合は、この限りで

はない。 

（イ）民間事業者は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたとき

は、民間事業者の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、

その損害の発生が厚生労働省の責に帰すべき理由による場合は、この限りで

はない。 

オ 延滞金 

 民間事業者は、概算払における委託費の残額又は預金利息、違約金並びに損

害賠償金を厚生労働省の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限

の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年5.0％の割合で計

算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

⑬ 契約の解釈 

 契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と厚生労働省

とが協議するものとする。 

 

 

10．対象公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損
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害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間

事業者が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責

めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む）に関する事項 

 本実施要項及び調達仕様書で示す全ての業務を実施するに当たり、民間事業者又はそ

の職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、当該業務の受益者等の第

三者に損害を加えた場合は次のとおりとする。 

（１）厚生労働省が国家賠償法（昭和22年法律第125号）第1条第1項等に基づき当該第

三者に対する賠償を行ったときは、厚生労働省は民間事業者に対し、当該第三者に支

払った損害賠償額（当該損害の発生について厚生労働省の責に帰すべき理由が存する

場合は、厚生労働省が自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分に限る。）について

求償することができる。 

 

（２）民間事業者が民法（明治29年法律第89号）第709条等に基づき当該第三者に対す

る賠償を行った場合であって、当該損害の発生について厚生労働省の責に帰すべき理

由が存するときは、当該民間事業者は厚生労働省に対し、当該第三者に支払った損害

賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分について求償することがで

きる。 

 

 

11．対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項 

（１）調査の実施時期 

 厚生労働省は、本業務の実施状況について、総務大臣が行う評価の時期（平成32

年5月を予定）を踏まえ、平成32年3月末時点における状況を調査する。 

 

（２）調査項目及び実施方法 

 厚生労働省は、従来の実績と民間事業者の実績を比較することができるように、民

間事業者からの実績に係る報告（９(1)①参照）を基に、次の(３)の調査項目について

民間事業者の実施状況を調査する。 

 

（３）調査項目 

① 目標の達成状況 

② 実施経費 

 

（４）評価方法 

 前記(2)による調査結果に係る評価は、外部有識者を委員長とする評価委員会におい

て行う。 
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12．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 

（１）業務実施状況等の監理委員会への報告 

 厚生労働省は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、

業務終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、法第26 条及び第27 条

に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び

理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。 

 

（２）民間事業者の責務 

① 本業務に従事する者は刑法（明治40年法律第45号）その他の罰則の適用につい

ては、法第25条第２項により公務に従事する職員とみなされる。 

② 民間事業者は、法第55条の規定に該当する場合は、30万円以下の罰金に処され

ることとなる。 

  なお、法第56条により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その

他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の規定に違反したときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 

③ 民間事業者は、会計検査院法（昭和22年法律第73号）第23条第1項第7号に規

定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条

及び第26条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は厚生労働省

を通じて資料又は報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。 

 

（３）厚生労働省の監督体制 

① 本実施要項及び調達仕様書に示す業務全体に係る監督は、厚生労働省労働基準局

労働保険徴収課が行い、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長を責任者とする。 

② 本実施要項に基づく民間競争入札手続きに係る監督は、厚生労働省大臣官房会計

課が行い、厚生労働省大臣官房会計課長を責任者とする。 

 

（４）著作権  

① 民間事業者は、本業務の目的として作成される成果物に関し、著作権法（昭和45

年法律第48号）第27条及び第28条を含む著作権の全てを厚生労働省に無償で譲

渡するものとする。 

② 民間事業者は、成果物に関する著作者人格権（著作権法第18条から第20条まで

に規定された権利をいう。）を行使しないものとする。ただし、厚生労働省が承認

した場合は、この限りではない。 

③ ①及び②にかかわらず、成果物に民間事業者が既に著作権を保有しているもの（以
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下、「民間事業者著作物」という。）が組み込まれている場合は、当該民間事業者著

作物の著作権についてのみ、民間事業者に帰属する。 

④ 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、民間事業

者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続

きを行うものとする。 

以上 



（別紙１） 

 

労働保険適正加入推進員の配置等 
 

 民間事業者の設置する地方事務所において労働保険の加入勧奨等を行うために配

置する労働保険適正加入推進員（以下「推進員」という。）については、次のとお

りとする。 

 

１ 配置 

 民間事業者は、推進員を地方事務所に配置する。その際、外部の者を推進員と

する場合は委任契約書を取り交わすこと。 

 

２ 配置人員 

  民間事業者は、業務実施計画等に基づいて、必要な人員を配置すること。 

 

３ 選任要件等 

(1) 加入勧奨を行う上で必要な労働保険制度等に関する専門的知識を有する者

（民間事業者が行う研修を受けること等により、労働保険制度等について、充

分に事業主に説明できる能力があると認められる者）であること。 

(2) 推進員は、誓約書（守秘義務（下記５参照）を果すことを約した文書）に署

名し、民間事業者に提出すること。 

 

４ 推進員の業務内容 

 推進員は、地方事務所における指導員の指揮・監督の下、次の業務を行うもの

とする。 

(1) 事業主等に対する加入勧奨活動及び雇用保険制度の周知等 

・労働保険に関する制度等の概要を解説したパンフレット等の配付及び説明 

・事業主等に対する加入の趣旨・目的の説明 

・申請、届出等に関する義務等の説明 

・事業主等に対する雇用保険制度の適正な手続等に関する説明 

・労働保険の加入に当たって必要となる関係諸帳簿の整備に関する指導 

 (2) 加入勧奨状況報告書の作成・報告 

(3) 加入勧奨の結果、保険関係の成立手続を行う事業主のうち、希望する者に対

する適切な労働保険事務組合の紹介 

 

５ 守秘義務 

 推進員は、委託業務に関して知り得た秘密を厚生労働省の承認なしに他に洩ら

し、又は、他の目的に使用してはならない。 

 

６  加入勧奨活動に対する加入勧奨推進費の支給 

  厚生労働省は、推進員が加入勧奨を行った場合に、加入勧奨推進費として調査

説明費及び成功報酬費を民間事業者に支給すること。 

その支給基準は別紙７のとおりとすること。 

 なお、推進員が外部の者である場合は、民間事業者は当該推進員と取り交わし



ている委任契約書の約定を速やかに履行すること。 

 

７ 推進員の補充 

 民間事業者は、推進員に欠員が生じた場合は、速やかに補充すること。 

 



（別紙２） 

 

労働保険適正加入指導員の配置等 

 

 労働保険加入促進業務の実施に当たり、本部及び地方事務所において当業務を的

確に実施するために配置する労働保険適正加入指導員（以下「指導員」という。）

については、次のとおりとする。 

 

１  配置及び雇用期間 

民間事業者は、指導員を本部及び地方事務所に配置する。 

配置期間は、原則として平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの３年

間とする。 

 

２  指導員の配置数等 

配置数は、適用事業数、保険関係成立件数、加入勧奨件数等を考慮して決定す

ること。 

その際、本部及び各地方事務所にはそれぞれ１名以上を配置することとし、う

ち１名をそれぞれの責任者として選任すること。 

また、指導員の月稼働日数は 15 日以上、労働時間は、午前９時～午後５時の７

時間（休憩１時間を除く）とすること。 

さらに、指導員の人件費については、年度当初に厚生労働省から予算の枠内で

総額を示すので、民間事業者は当該枠内で執行すること。 

 

３ 選任要件 

(1) 指導員については、経験者（社会保険労務士、労働社会保険法令関係書類の

作成・提出等の実務経験がある者）であることが望ましい。 

 (2) 指導員に選任される者は、誓約書（守秘義務（下記５参照）を果たすことを

約した文書）に署名し、民間事業者に提出すること。 

 

 

４  指導員の業務内容 

(1)  労働保険の未手続事業の把握 

(2)  加入促進計画の策定 

(3)  加入勧奨活動の実施 

(4) 加入勧奨好事例報告及び加入勧奨好事例集の作成 

(5)  推進員に対する加入勧奨指示等の指導・監督等 

(6)  労働保険加入勧奨状況の把握、分析及び報告 

(7) 調査説明費及び成功報酬費に係る審査 

(8)  労働保険の適用に関する広報周知 

(9)  推進員に対する研修の実施 

(10)  労働局との連絡、協議等の業務 

※ 本部に配置される指導員については、本部に係る業務を実施するものとし、

上記(1)～(10)の業務の一部又は全部を実施しなくても良い。 

 



５ 守秘義務 

指導員は、委託業務に関して知り得た秘密を厚生労働省の承認なしに他に洩ら

し、又は、他の目的に使用してはならない。 

６ 指導員の補充 

  民間事業者は、指導員に欠員が生じた場合は、速やかに補充すること。 

 



労働保険加入促進業務フロー図 

民間事業者（受託者） 

○労働保険適正加入推進員の配置 
○加入促進計画の策定 
○活動状況の把握・分析 

未手続事業への適正加入勧奨及び
労働保険制度の周知・相談対応 

○情報交換のための全国会議の開催 
○加入勧奨で工夫した点、苦労した点等 
 をまとめた好事例集の作成 
○労働保険適正加入推進員への指導 
 ・監督 

○制度周知パンフレットの作成等 

事業の効果的実施 

その他 

厚生労働省 

都道府県
労働局 

 
 
 
 

協議 
※民間事業者
が事務局 

労働保険適正
加入推進員 

事業の委託 

加入勧奨状況の報告 

戸別訪問による適
正加入勧奨、制度
の周知等の実施 

連携・協力の確保 

未手続情報 

加入勧奨状況
の提供 

（勧奨活動が不調の場
合）局による指導・職権
成立 

未手続 

事業場 

○労働局、事業主団体等と連携・協力など 
○加入勧奨対象事業場の選定 

未手続事業場の情報収集 

☆労働保険適正加入推進員
の活動に対して 

【調査説明費】 
○１事業場あたり1,200円 

【成功報酬費】 
○保険関係成立 

 １事業あたり9,000円 

 (労災保険のみ5,000円 

  雇用保険のみ4,000円) 

○保険関係成立と同時に特 

    別加入手続１事業あたり 

    1,000円 

保険関係成立 

の確認 

※ 労働保険適正加入指導員の配置 

（別
紙
３
）
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30年

労働保険加入促進業務、年間スケジュール(例）(赤字は実施要項該当箇所）

３月
31年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

協議（第１四半期） 
（別紙５） 

協議（第2四半期） 
（別紙５） 

協議（第4四半期） 
（別紙５） 

全国適正加入促進会議 
（２（３）③） 

独自調査等 

未手続事業情報収集・名簿の作成（２（３）①） 

 

内容精査 再調査 

（未手続事業情報収集） 

加入勧奨活動実施（別紙１の４（１）、別紙７） （加入勧奨活動実施） 

名簿作成   ※各業務の実施時期は随時 

電話事前調査、戸別訪問、保険関係成立アプローチ 

保険成立後の安定的な保険料徴収についての指導 

（開催準備） 
（開催準備） （開催準備） 

（開催準備） 

加入促進計画策定 

（２（３）②） 

事業主等からの問い合わせ対応 

（電話事前調査、戸別訪問、保険関係成立アプローチ） 

（保険成立後の安定的な保険料徴収についての指導） 

未手続事業名簿作成

（２（３）①） 

労働局から未手続事業情

報提供（約２万件） 

（２（３）①） 

加入勧奨等マニュアル配布→推進員（２（３）⑤イ） 

周知用パンフレット配布（２（３）⑤ウ） 

①加入促進計画 

（２（３）②） 

⑥加入勧奨好事例集 

（当該年度分）（２（３）⑤ア） 

②加入勧奨実施状況報告書（毎月報告） 

地方事務所→ 本部→厚労省（指導）本部

→地方事務所（２（３）④） 

⑤委託事業実施状況 

報告書（上半期）（９（１）①） 

⑦委託事業実施状況 

報告書（下半期）（９（１）①） 

☆概算払請求（第１四半期） 

（３（３）①） 

⑧委託事業実施結果 

報告書（年度）（９（１）①） 

③未手続

事業情報

提供（約

２万件）

（２

（３）

①） 

④未手続事業情報

提出（順次提出） 

（２（３）①） 

◎委託事業 

精算報告書 
☆概算払請求（第２四半期） 

（３（３）①） 
☆概算払請求（第３四半期） 

（３（３）①） 

☆概算払請求（第４四半期） 

（３（３）①） 

（
別
紙
４
）

 

事務所開設 

地方事務所責任者研修 
（２（３）⑤エ） 

推進員研修 
（２（３）⑥エ） 

（加入勧奨状況の把握、分析及び報告（月次））（２（３）④） 

（加入勧奨好事例集・企画、作成）（２（３）⑤ア） （加入勧奨用マニュアル、 

周知用パンフレット作成） 
（２（３）⑤イ、ウ） 



（別紙５） 

 

労働局との協議実施要領 

 

 地方事務所が労働局と実施する労働保険の未手続事業一掃対策に係る協議（以下

「協議」という。）については、この要領により実施する。 

 

１ 協議の目的 

 地方事務所は、労働局との間で年 1 回以上協議を行う。 

 協議においては、地方事務所が加入勧奨を行う事業と労働局が手続指導を行う

事業との役割分担を決定することとする。 

 また、地方事務所は、労働局と加入勧奨活動についての意見交換を行うととも

に、その進捗状況を的確に把握し、効果的な加入勧奨活動の実施に努めることと

する。 

 

２ 開催時期・内容等 

 以下に標準的な開催時期及び地方事務所と労働局との標準的な協議内容を示

す。 

 なお、以下に示す内容は、あくまでも目安であり、労働局の同意を得た上で、

民間事業者の創意工夫により変更して差し支えない。 

(1) 構成員 

ア 労働局：総務部（労働保険徴収部）長、適用主務課室長等 

イ 地方事務所：地方事務所の責任者、指導員、推進員等 

(2) 開催時期（目処）及び協議内容 

ア 第 1 四半期（できる限り 4 月に実施すること） 

    前年度の未手続事業のうち適用外及び加入済の事業を除いて作成された

「未手続事業名簿」（参考様式１）に基づき、労働局が手続指導を行う事業

と地方事務所が加入勧奨を行う事業の役割分担を決定すること。役割分担に

ついては、地方事務所は、原則、新規に収集した未手続事業を担当し、労働

局は、原則、前年度からの繰り越し分（前年度の困難事案（勧奨が不調に終

わったもの）及び地方事務所からの移管分（当該年度の困難事案）を担当す

る。（別紙６参照） 

また、困難事案を地方事務所から労働局に移管する時期、方法について確

認するとともに、年間を通じての未手続事業の把握（重点業種等）や加入勧

奨活動の進め方について意見交換し、「加入促進計画書」（参考様式２）を

策定すること。 

イ  第 2 四半期 

  「未手続事業名簿」（参考様式１）について、労働局が手続指導を行う事

業と地方事務所が加入勧奨を行う事業の役割分担を決定すること。（別紙６

参照） 

さらに、進捗状況の報告、加入勧奨活動についての意見交換を行うこと。 

ウ 第 4 四半期 

 当該地方事務所における加入勧奨活動の実績等を報告し、実施方法の改善

点等について協議すること。   



（別紙６）

労働保険加入促進業務の加入勧奨における役割分担等について

未手続事業（１２万）

前期繰越 労働局 民間事業者

３万 ２万 ７万

分担については協議

労働局担当 民間事業者担当

３万件 ９万件

移管（困難事案）

加入勧奨・職権成立 加入勧奨

成 立

局 民間事業者

０．９万件 労災保険 ３．２万件

雇用保険 １．８万件

適用外 次期繰越

○ 分担については、労働局と民間事業者の地方事務所が協議の上で決定するが、

民間事業者は、原則、新規に収集した未手続事業を担当。

○ 労働局は、原則、前年度からの繰り越し分（前年度において、勧奨が不調に終

わったもの（訪問回数２回で加入に結びつかないものが目安）＝困難事案）及び

地方事務所からの移管分（困難事案）を担当。

○ 新規に収集した未手続事業については、労働者の有無等について電話等による

確認が必要。



（別紙７） 

 

加入勧奨推進費の支給基準 
 

１  概要 

 労働保険への加入促進を図るため、労働保険の未手続事業（労災保険及び雇用

保険双方の保険関係が成立しているのにもかかわらず、一方の保険加入手続がな

されていない事業を含む。）に対し、推進員が加入勧奨を行った場合及び保険関

係を成立させた場合に、民間事業者に対し、加入勧奨推進費として調査説明費及

び成功報酬費を支給する。 

 

２  調査説明費の支給要件 

(1) 支給対象 

 調査説明費は、推進員が加入促進計画に基づいて割り当てられた労働保険の

未手続事業に加入勧奨を行った場合に支給する。 

 推進員は加入勧奨実施後、地方事務所に対し、「労働保険加入勧奨報告書（推

進員用）」（参考様式４）を提出すること。 

(2) 支給額 

 調査説明費は、１事業１回訪問当たり 1,200 円（消費税別。以下同じ。）と

する。 

ただし、調査説明費の支給対象となる訪問回数は、１事業当たり２回を限度

とする。 

 

３ 成功報酬費の支給要件 

(1) 成功報酬費は、推進員が加入勧奨を行った結果、未手続事業が労働保険に加

入した場合に支給する。その際、雇用保険の保険関係を成立させた場合には、

雇用保険の適正な手続が行われたことを確認した上で支給する。 

 ただし、地方事務所から労働局に移管された事業については支給しない。 

 また、未手続事業が労働保険に加入し、同時に中小事業主等が特別加入した

場合には、特別加入の適正な手続が行われたことを確認した上で支給する。 

(2) 支給額 

ア 原則 

 成功報酬費の支給額は、保険関係成立１件当たり 9,000 円（労災保険のみ

の保険関係を成立させた場合には１件当たり 5,000 円、雇用保険の適用事業

所設置の手続のみの場合は 1 件当たり 4,000 円）とする。 

 また、中小事業主等の特別加入申請１事業場当たり 1,000 円とする。 

イ 一次目標（民間事業者が設定する目標に係らず、厚生労働省が別途定める

目標とする。以下、二次目標も含めて同じ。）を達成できなかった場合 

年度ごとに一次目標を達成できなかった場合は、保険関係成立 1 件当たり

4,500 円（労災保険のみの保険関係を成立させた場合には 1 件当たり 2,500

円、雇用保険の適用事業所設置の手続のみの場合は 1 件当たり 2,000 円）と

する。 

ただし、一次目標に達した段階で前記アとの差額を支給する。 

ウ 二次目標を超えて達成した場合 



年度ごとに二次目標を達成した場合は、二次目標を超えた分についてのみ、

保険関係成立 1 件当たり 10,800 円（労災保険のみの保険関係を成立させた場

合には 1 件当たり 6,000 円、雇用保険の適用事業所設置の手続のみの場合は

1 件当たり 4,800 円）とする。 

 

４  支給手続 

  地方事務所は、推進員から提出された「労働保険加入勧奨報告書（推進員用）」

（保険関係成立の場合には「保険関係成立届事業主控」の写し、雇用保険手続の

場合には「雇用保険適用事業所設置届事業主控」の写し、特別加入申請の場合に

は「特別加入申請書（中小事業主等）」の写しを添付）の内容を精査し、月毎に

取りまとめて、「労働保険加入勧奨実施状況報告書（地方事務所用）」（参考様

式３）により本部に翌月の７日までに報告すること。 

なお、本部はこれを取りまとめて四半期ごとに厚生労働省に請求すること。 



 （別紙８） 

 

平成  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 殿 

 

参 加 適 合 証 明 書 

 

所 在 地 

商号又は名称 

代表者氏名               印 

 

 

本証明書の全ての記載事項並びに下記４及び７の添付書類について、事実と

相違ない事を誓約いたします。 

なお、この証明書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項

を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不

利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

１ 競争の導入によるサービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号）

第 15 条において準用する同法第 10 条各号（ただし第 11 号を除く。）に該当

しない者であること。 

 

２ 予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成

年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 

３ 予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

 

４ 平成 28・29・30年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、

「役務の提供等」のうち営業品目「その他の役務」で、Ａ、Ｂ又はＣ等級に

格付されている者であること。 

 

５ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる



者であること。 

 

６ 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 

 

７ 労働保険・厚生年金保険・健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係

る保険料の滞納がないこと（入札書提出時の直近２年間（労働保険について

は２保険年度）の保険料の滞納がないこと。）。 

 

８ 暴力団員又は暴力団関係者を役員、業務を統括する者又は従業員としてい

ない者であること。 

 

９ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有してない者で

あること。 

 

10 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

 

11 過去１年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法

令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 

 

12 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違

反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 

 

13 前記８から 12について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委

託先についても同様であること。 

 

以上 



加点項目
ウエイト

１　業務の実施に係る組織・人員体制

1 本部事務所及び地方事務所の設置が予定されているか ○ 必須 －

2

地方事務所が担当する都道府県が明確に区分され、かつ、連絡調整等のために合理
的な区分と認められるか
（全都道府県に設置される場合は満点とする）

○ 60 ×４

3 本部について、責任者（指導員）を配置した体制となっているか ○ 必須 －

4

本部の責任者（指導員）について、労働保険制度の専門的知識及び経験を有する者
（社会保険労務士、労働社会保険法令関係書類の作成・提出等の実務経験がある
者。以下「経験者」という。）が配置できているか

○ 60 ×４

5 　イ　地方事務所 各地方事務所について、責任者（指導員）を配置した体制となっているか ○ 必須 －

6 　ウ　電話対応

厚生労働省及び地方事務所との連絡調整のための専用電話を本部に設置し、労働局
との連絡調整、推進員及び事業主等からの問合せに対応するための専用電話を本部
又は地方事務所に設置することとなっているか
また、専用電話の受付時間を平日の午前9時から午後5時までとし、常時１人以上の
指導員等が対応することとなっているか
さらに、専用電話を本部に集中して設置する場合には、対応に必要な指導員等及び
電話回線を確保することとなっているか

○ 必須 －

7
指導員について、契約締結後、事業開始日までに、実施要項に記された基準に沿っ
て配置できる体制となっているか

○ 必須 －

8
地方事務所の指導員について、経験者であるなど、その経歴等から推進員を指導す
る能力を有していると認められるか

○ 60 ×４

9

推進員について、民間事業者が行う研修を受けること等により、労働保険制度等の
知識について、事業主に充分に説明できる能力がある者を配置することとなってい
るか

○ 必須 －

10 推進員について、事業開始日より配置できる体制となっているか ○ 45 ×３

11
推進員の活動日数、未手続事業の訪問予定件数について、月ごとの目標数等を定め
ること等により、業務の目標を達成し得る水準となっているか

○ 必須 －

　オ　労働保険適正
　　　加入推進員

小　計 225

（別紙９）

労働保険加入促進業務　提案書等評価基準表（平成３０年度）

項目
番号

平成３０年度

分類 内容

評価基準

配点
（満点）必須項目

（17項目）
加点項目
（21項目） 1倍～4倍

①事務所の設置

②人員体制
　ア　本部

　エ　労働保険適正
　　　加入指導員



加点項目
ウエイト

労働保険加入促進業務　提案書等評価基準表（平成３０年度）

項目
番号

平成３０年度

分類 内容

評価基準

配点
（満点）必須項目

（17項目）
加点項目
（21項目） 1倍～4倍

２　業務内容

12

未手続事業情報収集数、加入勧奨実施事業数、保険関係成立件数及び雇用保険手続
件数に係る業務達成のための目標数は、仕様書に定められている目標数になってい
るか
また、その目標数に応じた適正な経費（入札価格）の積算がされているか（ヒアリ
ング確認）

○ 必須 －

13
保険関係成立件数の目標数について、32,000事業から37,000事業の間に設定してい
るか（目標数が大きいほど加点は高くなる）

○ 60 ×４

14
雇用保険手続件数の目標数について、18,000事業から21,000事業の間に設定してい
るか（目標数が大きいほど加点は高くなる）

○ 30 ×２

15
業務目標達成のため、創意工夫や先進的な取り組みを含め、具体的な手法が予定さ
れているか

○ 60 ×４

16
②未手続事業名簿
　の作成

未手続事業情報の収集方法、及び「未手続事業名簿」の作成方針（記載項目の設
定、内容更新の時期、管理方法等）が具体的に定められているか

○ 必須 －

17

地方事務所は、労働局と本事業に係る協議を、年１回以上開催することとしている
か
地方事務所は、協議内容等について本部に報告し、本部は、他の地方事務所の協議
事例等を集約し、有効活用を図るための情報伝達体制を整えることとしているか

○ 必須 －

18
開催時期、協議内容等に、効果的なものとなるような創意工夫の提案がなされてい
るか

○ 15 ×１

19

以下の事項も含め、具体的なスケジュールが定められているか
・「全国労働保険適正加入促進会議」の開催
・本部における「加入勧奨等マニュアル」「周知用パンフレット」「加入勧奨活動
好事例集」の作成時期等（「加入勧奨等マニュアル」については、４月末までの作
成・配布を目処（２（３）⑤）参照）

○ 必須 －

20
「全国労働保険適正加入促進会議」の開催内容について、効果的なものとなるよう
な創意工夫の提案がなされているか

○ 30 ×２

21

本部において作成する「加入勧奨等マニュアル」「周知用パンフレット」「加入勧
奨活動好事例集」の内容に、効果的なものとなるような創意工夫の提案がなされて
いるか

○ 60 ×４

22
本部において、地方事務所の責任者に対する研修について、研修計画（カリキュラ
ム、科目（経理処理に係るものを含む））が定められているか

○ 必須 －

23

労働局と協議の上で加入促進計画を策定し、これに基づいて未手続事業名簿を作成
して、推進員との連絡調整（未手続事業の割り当て、指導等）を行うことになって
いるか

○ 必須 －

24
地方事務所における推進員の能力向上のための研修計画・内容に、効果的なものと
なるような創意工夫の提案がなされているか

○ 45 ×３

25
地方事務所と、労働局・労働基準監督署・公共職業安定所との連携・協力体制につ
いて、効果的なものとなるような創意工夫の提案がなされているか

○ 45 ×３

26
事業主団体等との連携・協力体制について、効果的なものとなるような創意工夫の
提案がなされているか

○ 60 ×４

①業務目標の設定等

③労働局との協議

④本部の業務内容

⑤地方事務所の業務
　内容



加点項目
ウエイト

労働保険加入促進業務　提案書等評価基準表（平成３０年度）

項目
番号

平成３０年度

分類 内容

評価基準

配点
（満点）必須項目

（17項目）
加点項目
（21項目） 1倍～4倍

27

本業務により知り得た情報の取扱方法について、取扱規程等を作成するなど適切な
管理体制が定められ、情報漏えいが発生した場合の対応方法については、マニュア
ル等を作成するなどにより万全を期すこととしているか

○ 30 ×２

28
業務用PC端末の使用に当たって、ウイルスソフト等を使用するなど、情報漏洩、
データ保護の措置がとられているか

○ 必須 －

29
本業務の経理処理について、「経理処理マニュアル」が適切に作成され、他の業務
と明確に区分して経理を行う体制としているか

○ 必須 －

30
定款等に財務管理体制に関して定めるとともに、財務諸表を作成することとなって
いるか

○ 必須 －

31
経営成績・財政状態が良好と認められ、業務状況等の内容から良好な業務遂行能力
があると認められるか

○ 30 ×２

32
事業が失敗した際に、賠償責任の負担能力（内部留保、金融機関からの借入能力
等）があるか

○ 必須 －

33

本事業のＨＰを作成する等により、本事業について広く事業主に周知できるよう、
工夫がなされ、「加入勧奨等マニュアル」・「周知用パンフレット」について、指
導員及び推進員が、当該ＨＰ等からのダウンロード等により容易に入手できるよう
になっている等工夫がなされているか

○ 15 ×１

34 仕様書で定められている事項以外に、本業務の推進に有益な提案がなされているか ○ 60 ×４

35
企画提案会において、事業趣旨を踏まえ、提案内容について十分な説明が行われ、
質問等に適切に回答できていたか

○ 30 ×２

３ 事業実績

36

応募者が直近３年間に類似事業（厚生年金保険等加入勧奨事業、国民年金保険料収
納事業、小規模企業共済制度加入促進事業、NHK放送受信料収納事業等に類する事
業で、特に官公庁の発注に限るものではない）を実施した実績があるか

○ 30 ×２

37
応募者が国、地方公共団体等の公的機関から、他に事業の委託等を受けた実績があ
るか

○ 15 ×１

４ その他

38
ワーク・ライフ・バ
ランス等の推進に関
する指標

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認
定（えるぼし認定企業）
　・１段階目（※①）　２４点
　・２段階目（※①）　４８点
　・３段階目　６０点
　・行動計画（※②）　１２点
※①　労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※②　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が300人以

下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラ
チナ認定企業）
　・くるみん（旧基準）（※③）　２４点
　・くるみん（新基準）（※④）　３６点
　・プラチナくるみん　４８点
※③　旧くるみん認定マーク（次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年厚生労働省
令第31号）による改正前の認定基準又は同附則第２条第３項の規定による経過措置により認定）。
※④　新くるみん認定マーク（次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年厚生労働省

令第31号）による改正後の認定基準により認定）。

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定
　・ユースエール認定　４８点
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点す
る。

○ 60 ×４

基礎点 300

総　計 1200

小　計 60

小　計

合　計 900

⑥その他の事項

570

事業実績

小　計 45













加入勧奨経過

第１回

第２回

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

労働局名

地方事務所名

（
参
考
様
式
１
）

整 理
番 号

成 立事 業 場 名 事 業 内 容代 表 者 名

・ ・

・ ・

郵便番号 所 在 地 電話番号
労働
者数

うち
雇用保険
被保険者

・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

労働局へ
報　告

労 働 局
職権成立

備 考

・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・・ ・・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

未　手　続　事　業　名　簿

・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・



（参考様式２） 

         加 入 促 進 計 画 書 

 

平成  年  月  日 

 本 部 あて 

                      労働局名             

                      地方事務所名           

 

 平成  年  月  日開催された第  回労働保険未手続事業一掃対策協議会

において下記のとおり計画しましたので報告します。 

 

                  記 

１ 目標 

事業項目 目標件数 備  考 

ア 未手続事業情報収集数          件  

イ 労働局提供未手続事業数          件  

ウ 加入勧奨実施事業数          件  

エ 保険関係成立件数          件  

オ 雇用保険手続件数          件  

 

２ 未手続事業の把握について 

重点業種の設定や地域の実情を踏まえた未手続事業を把握するための効果的な方法等 

 

３ 加入勧奨活動の進め方について 

実際に地方事務所と労働局が行う上での加入勧奨の役割分担等 

 



労働局名

地方事務所名（担当者）

（平成　　年　　月末日現在）

① ③ ④ ⑤

（イ） （ロ） （ハ） a （イ） （ロ） b

成立手続を
行った事業
数

成立手続を
行っていな
い事業数

適 用 対 象
外事業と確
認された事
業数

小　計 適 用 対 象
外事業と確
認された事
業数

今 後 加 入
勧奨を行う
予定の事業
数

小　計

A　労働局提供
　　未手続事業

B　事務組合提供
　　未手続事業

4月小計

A　労働局提供
　　未手続事業

B　事務組合提供
　　未手続事業

○月小計

（
参
考
様
式
３
）

労働保険加入勧奨実施状況報告書（地方事務所用）

合　　　計

② イ （ ロ ）
欄の事業の
うち成立手
続を行わな
いため労働
局へ報告し
た事業数

②イ欄（イ）
の事業に係
る成功報酬
費 申 請 件
数

②イ欄の事
業に係る調
査 説 明 費
申請件数

未 手 続 事
業名簿に登
載された事
業数

○月

4月

②　　　①の未手続事業のうち事務組合が加入勧奨をすることとなった事業数

区　　　分

ロ　　　　加入勧奨未実施事業イ　　　　　　　加入勧奨を実施した事業

計
（a＋b）



〒

労災保険（成立年月日 平成
雇用保険（成立年月日 平成

人
人
人

円

平成 年 月 （ 時頃）

 1　成立手続の見込みである イ.事務委託する ロ.個別で手続をする

(1)

イ.保険料の負担が大変 ヘ.加入の必要を感じない
ロ.制度の理解が不十分 ト.社労士・税理士等に相談する
ハ.事務処理が困難 チ.その他（具体的に）
ニ.労働者が入りたがらない
ホ.他が加入したら考える

(2)  今後の対応 ロの理由：(別紙可)

イ.加入勧奨を継続する

ロ.加入勧奨を断念する

 3　加入勧奨対象外事業　
　　イ.適用済  ロ.廃止  ハ.労働者がいない  ニ.その他

平成 年 月 （ 時頃）

 1　成立手続の見込みである イ.事務委託する ロ.個別で手続をする

(1)

イ.保険料の負担が大変 ヘ.加入の必要を感じない
ロ.制度の理解が不十分 ト.社労士・税理士等に相談する
ハ.事務処理が困難 チ.その他（具体的に）
ニ.労働者が入りたがらない
ホ.他が加入したら考える

(2)  特記事項

 3　加入勧奨対象外事業　
　　イ.適用済  ロ.廃止  ハ.労働者がいない  ニ.その他

回

　　(具体的に)

総訪問回数

訪
問
記
録
　
二
回
目

( 月)

 2　加入勧奨を行ったが、成立手続の見込みが不明

 未手続の理由等（必ず記入して下さい。複数回答可。）

訪問年月日 日
対応者
氏　名

訪
問
記
録
　
一
回
目

( 月)

 2　加入勧奨を行ったが、成立手続の見込みが不明

 未手続の理由等（必ず記入して下さい。複数回答可。）

　　(具体的に)

注）上記太枠の記入項目について、当該事業場から聴取できなかった場合は、第三者から聴取した内容でも可とする。

訪問年月日 日
対応者
氏　名

人

事業の種類 賃金の見込額

事業の概要

労働者数（アルバイトも含む）
日）

雇用保険
被保険者数

一般・短期・高齢
日雇

免除対象高年齢労働者数

月 日）
労 働 保 険 年 月
加 入 済 の

１ 無 ２ 有｛ 年

所 在 地 電話番号 ― ―

（参考様式４）

推進員氏名 ㊞ 推進員番号

労働局名

地方事務所名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

第三者から聴取し
た内容及び聴取先

労働保険加入勧奨報告書（推進員用）

事 業 場 名 代表者名




